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○議長（中西峰雄君）次に、順番12、８番 岡

本君。 

〔８番（岡本昌次君）登壇〕 

○８番（岡本昌次君）議長の許可を得ました

ので、通告どおり一般質問をさせていただき

ます。 

 その前に、今お配りいたしましたクマの出

没のときの写真を回していただきましたので、

ご参照ください。 

 えらい時代がやって来ました。クマが現れ

た。まあ言えば、橋本市も近いうちに観光の

動物園になるんじゃないかと、クマにシカに

アライグマに、たくさん出てきまして、とる

よりか動物園にしてはどうかとこのように思

うんですが、それはさておいて、この季外の

クマの出没について質問させていただきます

が、その前に平成22年、今年の10月22日に、

読売新聞と産経新聞、毎日新聞にクマ出没と、

昨年の８倍、56件というような新聞が出まし

たので、少ないですけど、まずこれを追って

読んで、それから質問に入らせていただきま

す。 

 まずは、読売新聞のことで、こう書いてあ

ります。全国で、クマの出没が急増している。

その中、県内でも今年度に入って、21日まで

に2009年度１年間の８倍となる56件の出没が

報告されている。このことが、県のまとめで

わかった。2008年、2009年度は、１頭もなか

ったわなによる捕獲も、今年度既に２頭に上

がり、21日にも九度山町でイノシシ用のわな

にかかっているのが見つかった。非常に今年

は夏が暑かったので、出てきたという理由は、

猛暑でえさのドングリなどが不足となったた

め、えさを求めて人家近くに下りてきている。

そして、県では警戒を呼びかけていると、こ

れには書いてある。そして、今度は、本当に

九度山でわなを壊し、逃走ということで、書

いてあります。これは、10月21日午前７時頃、

九度山町北又で、畑に設置してあったイノシ

シ用のわなに、体長１ｍの雄のツキノワグマ

が入っているのを近くの男性が見つけて、橋

本署員らが駆けつけたが、約２時間半後、ク

マはわなを壊して山へ逃げたと、こう書いて

ある。 

 県自然環境室によると、県内でのツキノワ

グマの出没件数は、2008年度が25件、2009年

度が７件だったが、今年は４月から10月21日

までに56件出没、場所では、田辺市19件、日

高川町では13件などとなっている。これは、

イノシシ用のわなに誤ってかかるなどし、捕

獲されるケースは３年ぶり、21日に九度山町

で逃げ出した以外にも、６月３日には日高川

町猪谷地区で、体長1.1ｍの雄がくくりなわに

かかり、今年９月には印南町川又地区で、1.2

ｍの雌がくくりにかかったと。こういうよう

な件数が出ておるんですけれども、この現れ

たツキノワグマは、非常に凶暴な動物であり

まして、驚くと人間に押しかかってきます。 

 そこで、私はこの新聞を読みまして疑問に

思ったのは、ちょっと飛びますけれども、産

経新聞では、警察などに通報した、麻酔銃を

打って山に放つ予定だったが、専門業者が到

着する前に、クマは鉄製の格子を壊し、開け、

逃げ出したと、こう書いてあるんです。 

 これから質問に入るんですけれども、たま

たまイノシシ用のわなにかかっておってよか

ったです。これが、いきなり人里のほうに現

れてきて、年寄りの、この北又というところ
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は山間部でございますけども、ここで現れて

きたらどうするかということで、質問に入ら

せていただきます。 

 クマは、林業被害のために駆除されたが、

1994年以降、猟銃による捕獲が禁止されてい

るんです。その前はよかったんですが、1994

年からは捕獲が禁止されている。さて、どう

するかというと、捕まえて山に逃がしなさい

ということですね。そうすると、この２時間

半、麻酔銃を打つのを待っておったのですけ

ん、そのときに、たまたま２時間半の間に、

壊して山へ逃げてくれたからよかったですけ

ども、これが、果たして逃げなかったらどう

なるかということでございます。 

 それで、１番の質問でございますが、クマ

が出没したとき、市としてはどのような手だ

てを考えておりますかということです。 

 また、２番目には、麻酔銃は和歌山県にあ

りますか。麻酔銃でも、小さな吹き矢の麻酔

銃はあるんです。それは、保健所に行ったら

あるんですけども、たまたまおりの中におっ

たら、近くで吹けばいいんですけど、わあっ

と現れてきたときは、そんなもんでとっても

ないですね。何十ｍ先で打たなあかん。自分

が危ないですわな。そういうことです。そし

て、麻酔銃が和歌山県にありますかというん

ですけども、あるとなると何丁あるんでしょ

うか。 

 そして、３番目には、ないのならば、市で

の保持を考えてもらってはどうですか。 

 また、４番目には、保持する保管場所です

が、市での保管はできるかな。というのは、

夜、市役所の職員は帰っておりません。そこ

で、あるいは警察のほうで、ここは24時間駐

留しておりますので、そこへ預けてはどうか

ということでございます。 

 これに、いろいろと質問の答えを聞いてみ

てからでなければ答えは出ませんが、一つの

問題はこれで、出没のことはこれでございま

す。 

 そして、私の質問はもう一点、数年前、私

はこれでもう３回目でございますが、都市計

画道路西の島伏原線の整備についてというこ

とでございますが、これは前回の答弁で、建

設部長のほうからは、都市計画区域の一元化、

橋本市長期総合計画の策定、橋本市都市計画

マスタープランの策定の手続きを行い、路線

の整備手法並びに法線変更及び整備優先順位

を決定し、整備することとなっておりますと

のことでしたが、今現在、整備順位はどうな

っておりますか、お答えください。 

 そして、２番目に、現在土地買収済みの箇

所の道路の完成はいつしていただけますかと

いうことです。 

 そして、３番目には、未買収の土地、まだ

買収から東へ200ｍの場所があるんですけど、

この土地は田でございますが、この土地を１

日も早く買収手続きをして、道路完成につけ

てくださいということでございますが、これ

は、次に２回目からの質問に入りますが、以

上の２点だけを私の一般質問にさせていただ

きます。第１回目の質問を、これで終わらせ

ていただきます。よき答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（岡松克行君）登壇〕 

○経済部長（岡松克行君）クマ出没に対する

市の対策についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 クマ出没の対策については、平成18年４月、

和歌山県が作成したツキノワグマ保護管理指

針、これは出没対応のガイドラインでござい

ますけれども、に沿って対応することとなっ

ています。 
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 ガイドラインでは、県、警察、猟友会と連

携の上、人身被害の可能性がある場合及び農

林産物に対する被害のおそれがある場合は、

原則としておりにより捕獲し、その後放獣す

ることとなっています。 

 議員ご承知のとおり、和歌山県により都市

計画道路のうち未着工となっている路線につ

いて、廃止も含めて全面的に見直す方針が示

され、県では現在見直し作業中です。 

 見直しは多岐にわたるため時間がかかって

おり、当該路線についても、県からの具体的

な方針は示されていませんが、市の方針は平

成21年６月定例会において、岡本議員のご質

問に対し、当該路線については廃止をしてい

きたいとの答弁をさせていただいています。 

 また、人身被害が発生し、または人身に危

険が迫るおそれのある場合は、県、警察、市

の関係機関で協議し、捕獲または殺処分の決

定を行います。 

 わな等狩猟行為において、クマを誤って捕

獲した場合についても、県、警察、市の関係

機関で協議し、放獣または殺処分の決定を行

います。 

 今後、県の見直し結果を受けて、市として

の最終判断を行っていきたく考えております

ので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 近隣住民の方には、防災行政無線を利用し

て、クマの出没についての注意喚起を行い、

被害の防止に努めています。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君、再質問

ありますか。 

 次に、麻酔銃は、和歌山県内では、県の動

物愛護センターと白浜アドベンチャーワール

ドが保持していますが、いずれもその敷地内

での使用を目的として保持しているのみであ

り、外へは持ち出せないこととなっています。 

 ８番 岡本君。 

○８番（岡本昌次君）１番から順次質問に入

らせていただきます。 

 今答弁をいただきましたが、この麻酔を打

つのは医師、猟友の人ですけども、医師が猟

銃の免状を持っとるのが一番良いと、このよ

うに思いますけれども、なかなか不可能な話。 

 麻酔銃の保持につきましては、獣医師の免

許と銃器の免許の両方の資格が必要であり、

市では保持は困難であります。保持する場合

の保管場所につきまして、先ほど申し上げま

したとおり、獣医師免許の問題に加えまして、

24時間厳重に管理する体制を要します。 

 それで、先ほど質問しましたが、麻酔を打

とうと思って待っておった。それが、２時間

半かかったんだ。それが幸いに、おりを破っ

て、壊して、逃げてくれた。これが、幸いだ

と思うんです。  したがいまして、警察署での保管につきま

しても、保持するための獣医師免許の問題が

ありますので、保持されていません。 

 これが、人里にばあっと現れてきて、人に

かかったら、２時間半じゃなくして、今部長

も言われましたけれども、和歌山県にはそう

いう白浜アドベンチャーワールドしかないん

だと、それは持ち合わせできんのと。 

 クマの出没時に、麻酔銃が必要だとなった

場合には、県が委託契約を結んでいる兵庫県

内の業者に依頼し、対応しています。 

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。  あるのは兵庫県と言いましたね。兵庫県に、

あるそうです。兵庫県から借りてくるのに、

どのようにして運んでくるかということです。

自衛隊のヘリコプターで来るのか、それとも

電車で来るのか、自動車で来るのか。来とる

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

〔建設務部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）都市計画道路西の

島伏原線のご質問にお答えします。 
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間にどうなるんだ。新聞は新聞で、これでい

いんですけどね。これは、こういう緊急事態

ですよ。 

 まして、田辺のほうも出るけども、ここら

は昔はくぬぎやドングリが多かったんですよ。

今、全然ないんですよ。だから、山林の被害

と言いましたけれども、これから農作物、柿、

そういうものも果樹園が台なしになってきま

すよ。 

 私が最初に言いましたように、えらい時代

が来たと言うた。私は、これの話も本当にえ

さがないからだけじゃないんですよ。これは、

暖冬、今は暖かいですね。アライグマはそう

ですけど、クマですけども、クマは越冬する

んですよ。なかなか今は越冬しません。だか

ら、年中現れてくると、想定しなければなり

ません。 

 だから、これは１日の早く県のほうへ申請

していただけるのか、その点、部長さん、お

聞かせ願います。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問で

ございますけれど、確かにツキノワグマにつ

きましては、クマ自身は大変臆病な動物と聞

いておりますけども、ぱっと鉢合わせしたと

き、そうなったら大変危険な動物に変貌する

と聞いております。 

 だから、１日も早く県のほうへ申請いただ

いて、これは市では保管ができない。警察へ

置いとくのもできない。誰が保管するんだと

いうことを、お聞きしたいですね。知事のほ

うから、県のほうでは指示はしていただける

と思いますけれども、保管場所が下手をすれ

ば銃刀法にひっかかりますから、でも一番い

いのは警察じゃないかと私は想像して、言わ

してもうたんですけども。これは、もう緊急

を要することです。 

 その中で、今、クマ出没に対してですけど

も、それにつきましては、出没情報が入った

ら、即県のほうへご報告させていただいて、

県と警察との協議になりまして、県のほうが

主体性を持った中で、市もそれについて対策

を取っていくという形になろうかと思います。  例えて、アライグマは年に２回産んで、１

回に５頭も６頭も産むんですけども、クマは

１頭ぐらいしか産みませんがね。でも、動物

が、その動物だけじゃなくて、これは猫や犬

じゃないんですから。 

 それで、今言われた麻酔銃の保持につきま

しても、県のほうが和歌山県の中ではない中

で、新聞にも載っておりますけども、神戸市

の野生動物保護管理事務所に委託した中で、

和歌山県橋本市の場合でしたら、向こうのほ

うから２時間程度かけた中で来ていただくと

いうような形で、今言われたように２時間と

いう時間がかなり長い中で、危険性が伴うと

いうことも言われている意味はわかるんです

けども、県の対応の中でそういう形になって

おりますのでご理解をよろしくお願いしたい

と思います。 

 これの写真も見てもうたけど、シシは突進

は強いけども、クマは横に引くのが強いんで

すよ。人間の100倍ぐらい力がある。まあ、見

てもうてください。肉球の裏はこんなんです

よ。 

 これが、たまたまそのおりにおったからい

いけども、至るところに出てきたらどうしま

す。それが、今のところでは、1994年からは

打ってはならないんだ。捕獲して、山へ逃が

しなさい。これ、かわいらしいことを言って

ますな。そうでしょう。こんなこと言うてお

れませんよ。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君。 

○８番（岡本昌次君）ありがとうございます。 

 できるだけ早いこと、それを望んでおりま

すけれども、その説明を聞きましても、なん
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と手ぬるいなと、情けない。 

 10年前に、私もこのアライグマのことでや

りましたけども、捕獲してもよいが、殺して

はならない。どうするかというと、クマと同

じだから離しなさい。今はもう10年たって、

シシにしろシカにしろアライグマでも、殺し

なさいとなっておりますけれども、動物が動

物だけでまだ安心だけど、こういう作物がい

かれた、果樹がいかれた、野菜がいかれたい

うなどはいいんですよ。人里で現れてから、

そうなったら警戒線を引っ張って、山におる

やつは追い払ってもいいですけど、里へ来た

ら、ばんって打つと、そういうふうなことを、

橋本市は考えておらなければ、他の市じゃな

いんですから、橋本市は橋本市、隣の県の奈

良県五條市も近いんですから。越冬しないの

だから、もう恐らく至るところに出てきます。 

 それで、お願いしたいのと、新聞にも書い

てありますけど、今は猟期が半月間早くなっ

て、前々は11月15日から２月15日までは猟期

があったけども、今は11月１日から２月いっ

ぱいとなっておりますが、この間に、現れた、

すぐ来てくれと言ったら、そういう鉄砲の持

っている方なら来ていただけますけども、合

いの３月や４月だったら、さあ来てくれと言

ったかて、来てくれません。なぜかと言いま

すと、猟へ行きたないから。 

 そうなれば、県の人が市、市長から県へい

って、警察いって、もう手続きに往々かかっ

て、人は死んでしまいますわ。そうでしょう。

それを、いかに早く市長権限でできるという、

打てると、それを早いことしたったもらえる

ようにお願いしたいと思いますが、よろしく

お願いします。これは、要望で結構でござい

ます。 

 それで、次の２番目でございますけれども、

前々から、今部長さんからもお答えいただき

ましたけれども、この土地のことですけども、

私は本当言うたら、もう道路みたいな要りま

せん。言いたいです。 

 なぜかと言うと、昭和18年頃からですけど

も、この道路を考えた時分は産業道路だった

んですね。今、もう産業はがたがたです。だ

から、この道路は今度は住民道路として申請

してほしい。今言われましたように、都市計

画、県もこれだと。アウトだと私も願ってお

るんですわ。 

 なぜならば、前に話をしましたけども、こ

の道路が、今できとるところが11ｍあるんで

す。完成じゃないんですよ。それが、もうあ

と200ｍ、橋の向こうまでつけてほしいと言う

とるんですけど、都市計画道路になれば、今

はもう11ｍだめですよ。歩道をつけやないか

んから、15ｍか16ｍですわ。そういう道路は、

本当は要らないんですけどもね。だから、も

う廃止になって、市単独で動けるようになっ

たほうがいいと、私は思うんです。 

 それで、なぜ私がこう申しますかと言いま

すと、10月のある日、住民の方からいっぺん

岡本君現場へ来てくれと言われましてね。行

きました。そうすると、想像してもうていい

んですけども、応其小学校から北向いては広

い道ができています。その途中から東向いて

計画しとる道が、私の説明の道でございます

けども、東向いて100ｍあましはつくってある。

擁壁までしてあるんです。せやけど、道はい

っこもできてません。 

 そこへ、その道路に入るなといって、市か

ら柵じゃないんだけど、ロープが張ってあん

ねん。それが、なぜ住民がわしに来いという

かというと、ここからはじめです。 

 百何ｍのできたところから、東向いてのあ

と200ｍの田んぼの持ち主が田へ行くのに、耕

運機を持っていくのに、縄を張ってあるんで

すよ。それは、行くなということです。入る

なということです。 
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 だから、どうして行くかというと、その東

向いて行く北側の家の門を通って行かせても

うとるんですな。そして、その200ｍのとこか

ら、橋をかけて田んぼに行ってると。 

 その真北の持ち主から言われましたんです

よ。何て言われたかというと、岡本君、わし

も今まで織物のシャーリングいうのを昔から

やっとったんです。それが、景気が悪いから

僕のうちも廃止になって、わしも年いって、

今医者通いやった。リハビリしてんねで。そ

れはいいんだけど、もう工場がやめたんで、

あこをあんまり通ってもらいたくないんです。 

 なぜだと言ったら、子どもが跡を継がんね

ん。姓は継いでも、遠くいっとるので継がん

ねん。だから、わしが亡くなったとき、ここ

を通ってもろっとたら、裁判ざたになるやろ。

なぜよと、ちょっと話したら、知っとるんで

すな。３年間道路として使とったら、近所の

署名で認められたら、道路になるのちゃうん

か。それも可能性あるはずやと言うたんです

けどね。 

 だから、この広い道があるんだから、そこ

をせめて通れるようにしてくれと、あのロー

プはなぜ張ったんだというと、あの道の端に

居酒屋があるの。それを、晩に飲むんですと。

だから、その市の道路へ車が置いてあるんだ。

帰りしなブーと音が鳴るんだ。今度、その真

南の家の人がうるさいんだ。だから、うるさ

いから、その人が恐らく市へ通行ささんよう

にしてくれと言われたので、縄を張った。そ

れはわかるんですわ。 

 だから、その道の北の家の人のどこか南へ

２ｍなりあけてもろて、それから向こうへせ

めてものバラスなんぞ敷いていただいて、完

全な道じゃなくとも、つらいちにしてもうて、

してもうたら問題ないと思いますわ。だから、

そのように、ここに一番目には、道路にあわ

せて書いてあるんです。だから、道路を完成

させてくれというのは、そういう意味です。

住民がそのように言うとる。 

 それと、今度未完成の土地、そこから東へ

200ｍほどある土地を、あの土地の持ち主が２、

３軒、わしとこの端に来まして言うのには、

どのように言うかと言ったら、これができた

道をつくるのに、東まで道路がつくるので、

ものを建てらんといてくれと言われたと言っ

てます。そりゃそうやろ。小屋なり家なり建

てらんといてくれと、それを言われとんねけ

ども、わしらも年寄りで、この土地を人に貸

しとんねやと。だから、わしらが亡くなって、

子どもがもうおやじ売れ、売れと言うねん。

わしが売られてら、買うた人がそこへ小屋で

も建てられたら、わしらからこれはまた困る

んじゃ。だから、市も困れへんかい。困らへ

んねやったら、もう道がつくらんというんや

ったら、そりゃ結構です。ちょっと待ってく

れということがあって、私がこうして質問さ

せてもうとるんですよ。 

 それが、今、住民道路となれば、もう５ｍ

か６ｍの道幅があればいいんですよ。でも、

その持ち主は、１反というはおかしいけど、

1,000㎡ほどあるんですな。そこで、１枚だけ

でも５ｍか６ｍならば、面積にすりゃしれと

るんです。今度売る場合、あとの残りは売れ

ても、道路のとこだけ、それを組にしたらな

あかんわな。 

 それを、この２番目の質問に、未買収の土

地を買うてあげてくれというのは、それなん

です。市も、もうしないよと言うのなら、そ

れで、私も地主にそのように言うて、これは

売ってくれても結構です、小屋を建ててもう

ても結構ですと言いますけれども、だから、

私が最初に言って、皆さんは笑いましたけど、

道は要らないよというのはそれですよ。とい

うのは、幅２ｍあましのできとるとこの道は、

せめてバラスの敷いてもろて、あこの農家の
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人が行けるようにだけとしていただきたいん

ですけども、建設部長、どうでしょう。早急

にしたっていただけますか。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）ご質問をちょっと

整理させていただいて、ご答弁させていただ

きたいと思います。 

 まず、県の方針が、平成21年６月議会にお

答えしてまだ実は出ておりませんということ

を、冒頭答弁させていただきました。これは、

県下的に都市計画道路の廃止ということを各

市町村でばらつきがあってはいけませんので、

まず県の方針が出て、それを受けて本市が決

定をするというところで、本市としては、こ

の道路については廃止ということで答弁して

おります。 

 ということで、一刻も早く都市計画道路上

の道路を廃止して、まずこの土地利用をフリ

ーにすることが先決かなということになりま

す。そういうことで、都市計画道路から廃止

されました段階で、初めてこの従前買ってお

りますこの土地の跡地利用というふうになる

と思います。 

 その中で、ただ今ご質問の田への入り口と

いうことなんですけども、若干買った年代が

古いもので、詳しいところまでわからなかっ

たんですけども、当時買収しましたのはいわ

ゆる農地で、２筆ほど買収しておりまして約

1,300㎡、ただし、いわゆる里道ですとか農作

業用の道路については買収もしておりません

ので、議員おただしの田への出入り口という

のは、果たして当時どこから出入りしとった

かなというところをちょっと調査する必要が

あるのかなと思います。 

 ただし、万が一そういった中でお困りであ

れば、この跡地利用が定まるまでの間であれ

ば、通行権云々というそういう権利が生じな

いような形態であれば、暫定的にある程度は

一時お使いいただくことも可能かなと、ただ

し、これは現地調査ともう少し詳しく調べて

みんとわかりません。 

 ということで、農地への出入り口について

は、まずは計画決定から外して、跡地利用と

いう中で検討させていただいた上、方針を決

めさせていただきたいと思いますので、今す

ぐ通す云々というお答えに関しては、ちょっ

と答弁できませんので、ご理解いただきたい

と思います。 

 それから、この東側の土地についてでござ

います。都市計画決定を打っておりますと、

当然建物の制限等が加わってまいります。通

常でしたら、木造の２階建て等は十分建つん

ですけど、やはり制限が加わっておることは

事実でございますので、この点につきまして

も、やっぱり土地利用という観点からは一刻

も早く計画決定を外すべきであろうというふ

うに考えております。 

 その前提で、新たな道ということになりま

すと、ここだけが特別ということではなくて、

一般的な新設道路という中で、白紙の状態か

ら考えていく必要があるのかなと。本市にお

きまして、市単独工事で新設道路をします場

合は、一般的には用地については無償提供で

お願いしたいということでないと、現実的に

はなかなか進まない事態もございますので、

そこらあたりは、また白紙の状態から議論さ

せていただくというふうになるのかなと思い

ます。 

 ちょっとご質問にきちっと答弁できたかど

うかわかりませんけども、そういうことでご

理解いただけたらと思います。 

○議長（中西峰雄君）８番 岡本君。 

○８番（岡本昌次君）新設の道路については、

ひとつまた検討していただいて、県のほうの

方針が決まったときからで結構でございます

けども、今現在できているその土地を農家の
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人が耕運機を通っていけるようにだけはして

あげてほしいなと、ちょっとバラスを入れて

いただいて、そして道の11ｍ間のロープを、

せめて３ｍほどの短くしてもうたら、いける

と思いますけども、それだけ要望しておきま

して、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

 ありがとうございます。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、８番 岡

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、３時40分まで休憩いたします。 

（午後３時27分 休憩） 
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